
庁      議  

              日時： 2月 ２日（火）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１ 太田市事務分掌条例の一部改正について                企画部長 

 

２ 太田市債権管理条例の制定について                  総務部長 

 

３ 太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する   健康医療部長 
基準を定める条例の一部改正について 

 

４ 太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営   健康医療部長 
並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 
な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

５ 太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を     健康医療部長 
定める条例の一部改正について 
 

６ 太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防   健康医療部長 
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を 
定める条例の一部改正について 

 

７ 太田市介護保険条例の一部改正について                健康医療部長 

 

８ 太田市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について        産業環境部長 

 

９ 太田市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について      都市政策部長 

 

10 太田市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正について        都市政策部長 

 

11 太田市公園条例の一部改正について                  行政事業部長 

 

12 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について        行政事業部長 

 

 

 

 



13 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について       消防長 

 

14 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について        消防長 

 

15 太田市奨学金貸与条例の一部改正について               教育部長 

 

 

【連絡事項】 

１ 令和３年度組織機構について                     企画部長 

 

２ 株式会社夢麦酒太田第２４期決算状況について             企画部長 

 

３ 令和２年度 改善活動実践例の審査結果について            企画部長 

 

４ 職員の能力開発を支援する個別研修プログラムの実施について      企画部長 

 

５ 令和３年度太田市当初予算（案）の概要について            総務部長 

 

６ 東京２０２０オリンピック聖火リレーについて             文化スポーツ部長 

 

７ 尾島保健センター機能の新田保健センターへの移転について       健康医療部長 

 

８ 新型コロナウイルスワクチンの接種について              健康医療部長 

 

９ 株式会社太田国際貨物ターミナルの株式譲渡について          産業環境部長 

 

10 第三期太田市耐震改修計画(案)の策定について             都市政策部長 

 

11 太田市ひとり親家庭大学生等支援金の支給結果について         教育部長 

 

12 太田市教育大綱の制定について                    教育部長 

 

 

【その他】 

１ 令和３年度 庁議及び副部長会議日程について              企画部長 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ ２月２２日（月）ＰＭ１：３０～＜庁議室＞ 案件名報告： ２月 ９日 (火)PM5:00 
                                    資料提出：  ２月１５日 (月)PM5:00 



２月２日 庁議提出案件                    資料No.１ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

 

                  企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

太田市事務分掌条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

令和３年度組織改正に伴い、部等の分掌する事務について定めた太田市事務分掌条例の

一部を改めるものです。 

 

【 概 要 】 

１． 改正内容 

   （１）第２条（事務の分掌） 

改正後 現行 

⑵企画部 

カ 国際交流に関する事項 

⑵企画部 

カ 国内外の交流推進に関する事項 

 

２． 施行期日 

令和３年４月１日 

 

３． そ の 他 

３月定例会に提案予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 内線２２９３ ４７-１８９２ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月 ２日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 髙島 賢二 内線（TEL）２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市債権管理条例の制定について

【 目 的 】

市の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めること

により、市の債権を適正に管理することを目的に条例を制定するものです。

【 概 要 】

１ 主な制定内容

第５条（台帳の整備）

債権を適正に管理するために、債権管理に関する情報を記録した台帳を整備し、管

理することを規定しています。

第６条（情報の共有）

債務者に関する情報の利用、提供及び収集することができることを規定しています。

（ただし、地税法２２条の秘密に該当する情報を除く）

第１０条（滞納処分等）

強制徴収公債権については、法令の規定により滞納処分を行うことを規定していま

す。

第１１条（強制執行等）

非強制徴収公債権及び私債権については、強制執行等の法的措置を行うことを規定

しています。

第１７条（放棄）

債権を効率的かつ合理的に管理するため、徴収の見込みが無い債権については条件

を限定し債権を放棄できることを規定しています。

２ 施行期日 令和３年４月１日

３ その他 令和３年３月定例会に議案を提出する予定です。

【 備 考 】

問い合わせ先 総務部 収納課 債権管理係 内線２３７５ ４７－１９３５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ２月 ２日 庁議提出案件            資料No.３    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長 氏名 岡島 善郎 内線３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 

【 目 的 】 

基準省令の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労

働省令第３４号）」の改正に伴い、標記条例について所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

（１）高齢者虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置等

を義務付ける。（第３１条、第４０条の２、第５５条、第５９条の１２、第５９条の３

４、第７３条、第１００条、第１２２条、第１４５条、第１６８条、第１８６条） 

（２）ハラスメントにより就業環境が害されることを防止するために、必要な措置を講じる   

  ことを義務付ける。（第３２条、第５６条、第５９条の１３、第１２３条、第１４６条、

第１６９条、第１８７条） 

（３）感染症や災害が発生した場合であっても、継続的にサービスを提供できる体制を構築

するため、業務継続計画等の策定、研修及び訓練の実施等を義務付ける。(第３２条の

２) 

（４）感染症の発生及びまん延を防止するための取組を徹底するため、感染症対策のための

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける。（第３３条、第

５９条の１６、第１７１条） 

（５）認知症対応力の向上を図るため、医療・介護系の資格を有さない介護従事者について、

認知症介護基礎研修の受講を義務付ける。（第５９条の１３、第１２３条、第１４６条、

第１６９条、第１８７条） 

（６）非常災害対策が義務付けられている事業所は、避難等訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努める。（第５９条の１５） 

（７）施設系サービスについて、口腔衛生・栄養ケアマネジメントの充実を図るため、管理

体制の整備や栄養管理計画等の作成を義務付ける。（第１６３条の２、第１６３条の３） 

２ 施行期日 令和３年４月１日 

   ※上記（１）（３）（４）（５）（７）に係る規定については、経過措置として令和６

年３月３１日までの間は、努力義務規定となります。 

３ その他  令和３年３月定例会に議案提出する予定です。 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 健康医療部長寿あんしん課いきがい推進係 内線2542 0276-47-1829ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月 ２日 庁議提出案件            資料No.４  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎 内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 

【 目 的 】 

基準省令の「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（厚生

労働省令第３６号）」の改正に伴い、標記条例について所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

（１）高齢者虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置等

を義務付ける。（第３条、第２７条、第３７条の２、第５７条、第８０条） 

（２）ハラスメントにより就業環境が害されることを防止するために、必要な措置を講じる    

  ことを義務付ける。（第２８条、第８１条） 

（３）認知症対応力の向上を図るため、医療・介護系の資格を有さない介護従事者について、

認知症介護基礎研修の受講を義務付ける。（第２８条、第８１条） 

（４）感染症や災害が発生した場合であっても、継続的にサービスを提供できる体制を構築

するため、業務継続計画等の策定、研修及び訓練の実施等を義務付ける。（第２８条の

２） 

（５）非常災害対策が義務付けられている事業所は、避難等訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努める。（第３０条） 

（６）感染症の発生及びまん延を防止するための取組を徹底するため、感染症対策のための

委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を義務付ける。（第３１条） 

 

２ 施行期日  令和３年４月１日 

   ※上記（１）（３）（４）（６）に係る規定については、経過措置として令和６年３月

３１日までの間は、努力義務規定となります。 

 

３ その他  令和３年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 健康医療部長寿あんしん課いきがい推進係 内線2542 0276-47-1829ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月 ２日 庁議提出案件            資料No.５  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長 氏名 岡島 善郎 内線３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

【 目 的 】 

基準省令の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

令第３８号）」の改正に伴い、標記条例について所要の改正を行うものです。 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

（１）高齢者虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置等

を義務付ける。（第４条、第２１条、第３０条の２） 

（２）平成３０年４月１日より、居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門

員から主任介護支援専門員に変更となり、その際、令和３年３月３１日まではその適用

を猶予する経過措置が設けられたが、当該経過措置期間を令和９年３月３１日まで延長

するとともに、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合に

は、介護支援専門員を管理者とできる取扱いを追加する。（第６条、附則） 

（３）公平性・中立性確保のため、作成したケアプランにおける各サービスの利用割合や、

同一の事業者により提供されたものの割合について、利用者に説明を行うことを義務付

ける。（第７条） 

（４）介護サービス費の総額が一定水準以上で、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を

占める等のケアプランについて、ケアプランの妥当性を点検・検証する仕組みを導入す

る。（第１６条） 

（５）ハラスメントにより就業環境が害されることを防止するために、必要な措置を講じる  

  ことを義務付ける。（第２２条） 

（６）感染症や災害が発生した場合であっても、継続的にサービスを提供できる体制を構築

するため、業務継続計画等の策定、研修及び訓練の実施等を義務付ける。（第２２条の

２） 

（７）感染症の発生及びまん延を防止するための取組を徹底するため、感染症対策のための

委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を義務付ける。（第２４条の２） 

２ 施行期日 令和３年４月１日 

   ※ただし、上記（４）に係る規定については、令和３年１０月１日より施行となります。 

※上記（１）（６）（７）に係る規定については、経過措置として令和６年３月３１日

までの間は、努力義務規定となります。 

３ その他  令和３年３月定例会に議案提出する予定です。 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 健康医療部長寿あんしん課いきがい推進係 内線2542 0276-47-1829ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月 ２日 庁議提出案件            資料No.６  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎 内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

基準省令の「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）」

の改正に伴い、標記条例について所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

（１）高齢者虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置等

を義務付ける。（第３条、第２０条、第２９条の２） 

（２）ハラスメントにより就業環境が害されることを防止するために、必要な措置を講じる 

  ことを義務付ける。（第２１条） 

（３）感染症や災害が発生した場合であっても、継続的にサービスを提供できる体制を構築

するため、業務継続計画等の策定、研修及び訓練の実施等を義務付ける。（第２１条の

２） 

（４）感染症の発生及びまん延を防止するための取組を徹底するため、感染症対策のための

委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を義務付ける。（第２３条の２） 

 

２ 施行期日 令和３年４月１日 

   ※上記（１）（３）（４）に係る規定については、経過措置として令和６年３月３１日

までの間は、努力義務規定となります。 

 

３ その他  令和３年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 健康医療部長寿あんしん課いきがい推進係 内線2542 0276-47-1829ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月２日 庁議提出案件              資料No.７ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎   内線 ３４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市介護保険条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

第８期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料額の改定を行うとともに、平成３０ 

年度及び令和２年度税制改正における給与所得控除及び公的年金等控除等の見直しによる

介護保険料の算定に影響が生じないように改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

  ・保険料基準額（案）          

 第８期（改定案） 第７期（現行） 差 額 上昇率 

第1号被保険者保険料

収納必要額(3年平均) 
43億1,760万円 40億7,090万円 2億4,670万円 6.1％ 

年  額 70,700円 68,400円 2,300円引上げ 
3.4％ 

月  額 5,891円 5,700円   191円引上げ 

（詳細は別紙、介護保険料の改定（案）を参照） 

 

・令和３年度から５年度までの合計所得金額における給与所得及び公的年金等に係る 

所得の合計額から１０万円を控除する特例を追加するものです。 

 

 

２ 施行日   令和３年４月１日 

 

３ その他   令和３年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

【 備 考 】 

 

 

＊ 問い合わせ先 健康医療部 介護サービス課 介護サービス係 

 内線２５５３ ４７－１９３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



   ２月２日 庁議提出案件           資料No.８    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 産業環境部長 氏名 久保田 均   内線（TEL）2600  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について 

 

【 目 的 】 

中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、

基本的な施策を定めることにより、中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し、地

域経済の活性化及び市民生活の向上を目的とするものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 制定理由 

   小規模企業振興基本法の施行により、小規模企業の振興に関する基本理念、市の責務、

基本施策等を明らかにするため、本条例を制定するものです。 

 ２ 基本理念 

  （１）中小企業・小規模企業の持続的発展が図られること。 

  （２）中小企業・小規模企業の創意工夫や自主的な努力が促進されること。 

  （３）自立的な経営や関係団体等との連携を推進すること。 

  （４）経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。 

（５）小規模企業者の経営資源の有効な活用が図られること。 

 ３ 基本的施策 

  （１）経営基盤の強化、新技術・新製品の開発、販路の拡大、事業承継の円滑化、創業 

の促進 

  （２）人材育成、雇用の安定、労働環境の整備 

  （３）産学官金の連携の推進、立地基盤の整備、金融制度の充実、情報収集と提供 

４ 施行日 

   令和３年４月１日 

 ５ 附則 

    既存の太田市商工業振興条例は廃止します。 

６ その他 

   令和３年３月定例会に議案を提出します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 工業振興課 工業振興係 内線2642 47－1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ２月 ２日 庁議提出案件          資料No.９  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            都市政策部長 氏名 越塚 信夫   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 附則にて、延滞金の割合の特例として租税特別措置法第９３条第２項に基づく割合を適

用しているところですが、同法の改定に伴い、条例の一部を改正するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

  附則第３項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」

に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該

特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

等を改正するものです。 

 

２ 施行期日 

令和３年４月１日から施行します。 

 

３ その他 

 令和３年３月定例会に議案として提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 下水道二係 内線２６８２ 47-1921ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ２月 ２日 庁議提出案件          資料No.１０ 
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            都市政策部長 氏名 越塚 信夫   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 附則にて、延滞金の割合の特例として租税特別措置法第９３条第２項に基づく割合を適

用しているところですが、同法の改定に伴い、条例の一部を改正するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」

に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該

特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

等を改正するものです。 

 

２ 施行期日 

令和３年４月１日から施行します。 

 

３ その他 

 令和３年３月定例会に議案として提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 下水道二係 内線２６８２ 47-1921ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月２日 庁議提出案件            資料No.１１ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

行政事業部長 氏名 城代 秀一 （TEL）0277-78-2114 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市公園条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

   太田市道路占用料徴収条例の一部改正（令和3年4月1日施行予定）に伴い、条例の一部

を改正するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 改正内容 

  （１）太田市道路占用料徴収条例の一部改正に伴い、使用料及び算定方法並びに公園占用

料金を改正するものです。なお、占用料金については、道路占用料金と同額とします。 

 

 ２ 施行期日 

    令和３年４月１日 

 

 ３ その他 

    令和３年３月定例会に議案として提出予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 行政事業部花と緑の課 維持管理係 ３２－６５９９ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ２月 ２日 庁議提出案件           資料No.１２ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

      行政事業部長 氏名 城代 秀一 電話0277-78-2114  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  街路樹の枝の落下による事故及び公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を

定め、和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の

規定により専決処分したことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 街路樹の枝の落下による事故及び公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

  専決処分日 
損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

１ 令和３年１月１２日 
149,661円  

(149,661円) 
１０割 

令和 2年 8月 17日、太田市新田中江

田町 857番地 5付近の市道において、

信号待ちをしていた乗用車に街路樹

の枝が落下し、ボンネットが損壊した

ことにより、当該乗用車の所有者であ

る相手方に損害を与えたもの。 

２ 令和３年１月１２日 
 3,079,108円  

(3,079,108円) 
１０割 

平成30年11月12日、栃木県足利市新宿

町1120番地3付近の県道において、職

員が公用車を運転していたところ、前

方を走行する相手方が所有し運転す

る乗用車がその前方を走行し交差点

で右折しようとしていた乗用車との

接触を回避するために停止したこと

に気付くのに遅れ、当該公用車が相手

方車両に追突したことにより、相手方

に頸椎捻挫等の負傷を負わせ、当該負

傷の治療に要する費用相当額、当該負

傷により休業した期間に得べき所得

相当額等の損害を与えたもの。 

 

２ 損害賠償表の２の事故については、将来相手方に本件交通事故と相当因果関係があり、か

つ、自動車損害賠償保障法施行令（昭和３０年政令第２８６号）の規定による認定を受け

た後遺障害が発生した場合は、それに関する損害賠償請求権を留保し、別途協議します。 

  

３ 本件に関し、市と相手方との間には、上記に記載のほか、一切の債権債務関係がないこ 

とを相互に確認しました。 



４ 損害賠償の支払い 

（１） 損害賠償表の１の事故について、街路樹賠償責任保険にて対応しました。 

（２） 損害賠償表の２の事故について、損害保険ジャパン株式会社の自動車保険にて対応し

ました。 

 

５ その他  

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年２月委員会協議会あてに報告します。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 行政事業部花と緑の課 維持管理係、計画建設係 電話３２－６５９９ 



２月 ２日 庁議提出案件 資料No.１３
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部 消防長 石澤 光之 TEL 33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

【 目 的 】

消防団員公務災害補償、退職手当支給及び消防職団員の賞じゅつ金支給等の福利厚生事務

について太田市が加入し共同処理している、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する

協議について、３月定例会へ議案提出するものです。

【 概 要 】

下記の事由により、当該事務組合の規約の変更が生ずることによるものです。

記

１ 館林市が新たに当該組合の組織団体となり、地方公務員災害補償法第６９条の規定

に基づく議会の議員その他非常勤の職員のうち法律による公務上の災害に対する補償

の制度が定められていないものに対する補償事務の共同処理を開始するため。

２ 令和３年４月１日から開始予定

※ 根拠法令：地方自治法第２８６条第１項、同第２９０条（裏面参照）

※ 太田市の共同処理内容：消防団員の公務災害補償事務、退職手当支給事務及び消防

職団員の賞じゅつ金の支給事務等

【 備 考 】

問い合わせ先 消防本部 消防総務課 総務係 33－0200 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ２日  庁議提出案件           資料No.14     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             消防長  氏名 石澤 光之   外線（ＴＥＬ）３３-０２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

 

【 目 的 】 

   救急用自動車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについ 

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したこ 

とを報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 救急用自動車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和3年1月13日 
9,020円 

（9,020円） 
10割 

令和2年9月18日、太田市下浜田

町地内において、消防職員の運転

する救急用自動車が方向転換をす

る際、フロントバンパー左下部が

相手方の住宅敷地内の庭園灯に接

触し、これが破損したことにより、

その所有者である相手方に損害を

与えたものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い 一般財団法人 全国自治協会自動車損害共済にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年２月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先    消防本部  中央消防署  沢野分署   外線 33－7119    



 ２月 ２日 庁議提出案件            資料No.15  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                教育部長 氏名 春山 裕 （TEL）20-7080   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市奨学金貸与条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

 市の債権管理に関する事務処理について一般的基準を定めた太田市債権管理条例が、令和３

年４月１日から施行を予定していることに伴い、太田市奨学金貸与条例の一部を改正するもの

です。 

  

 

【 概 要 】 

１．改正内容    第５条第２項中「返済」を「返還」に改める。 

第１１条の見出し中「及び延滞金」を削り、同条第２項を削る。 

 

２．施行期日    令和３年４月１日 

 

３．その他     令和３年３月議会に議案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 教育部 教育総務課 総務係  外線２０－７０８０ 



２月２日 庁議提出案件                    資料No.１ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

 

                   企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】  

令和３年度組織機構について 

 

【 目 的 】 

令和３年度に向けた組織機構の見直しについて報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１．基本的な考え方 

     市民ニーズを的確に捉え、効率的な行政サービスが提供できる組織、限られた人材を

最大限活用できる組織の構築を目指し、必要最小限の改正を行うものです。 

 

２．組織機構の見直し内容 
部 現行 見直し案 理由 

企
画
部 

－ 行革推進課（新設） 

・行革推進係 

・行政改革のさらなる推進を図るた

め、課を新設する。 

企画政策課 

・企画政策係 

・行政経営係 

企画政策課 

・企画政策係 

 

・業務の一部を行革推進課に移管し、

２係を統合する。 

交流推進課 

・交流推進係 

国際課 

・国際係 

・外国人施策に注力するため、交流推

進課から国内交流に関する業務を

産業環境部へ移管し、名称を変更す

る。 

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部 

スポーツ施設管理課 

・－ 

スポーツ施設管理課 

・市民体育館建設係（新

設） 

・市民体育館の建て替えに伴い、建設

を効果的・計画的に推進していくた

め、係を新設する。 

福
祉
こ
ど
も
部 

こども課 

・子育て相談係 

子育てそうだん課 

・子育てそうだん係 

・児童虐待等の相談体制強化のため、

こども課子育て相談係を課として

独立させる。 

児童施設課 

・児童施設総務係 

・生品幼稚園 

・綿打幼稚園 

児童施設課 

（廃止） 

 

・民営化に伴い係を廃止する。 

児童施設課 

・藪塚本町南幼稚園 

こども課 

・藪塚本町南幼稚園 

・児童施設課からこども課へ移管し、

幼稚園業務を１課に集約する。 

健
康
医
療
部 

健康づくり課 

・新田保健センター 

・尾島保健センター 

健康づくり課 

・新田保健センター 

・業務の効率化を図るため、新田保健

センターに業務を集約する。 

介護サービス課 

・－ 

介護サービス課 

・介護保険料係（新設） 

・債権管理に関する業務を強化するた

め、係を新設する。 



産
業
環
境
部 

商業観光課 

・商業係 

工業振興課 

・工業振興係 

・工業労政係 

産業政策課 

・商業係 

・工業振興係 

・経営支援係 

・商業・工業の枠にとらわれない中小

事業者等の支援を推進するため、２

課を統合する。 

商業観光課 

・観光係 

観光交流課 

・観光交流係 

・既存の観光業務に、交流推進課の国

内交流業務、広報課のシティプロモ

ーション業務を加え、名称を変更す

る。 

清掃事業課 

・施設管理係 

清掃事業課 

・管理係 

・新炉稼働に伴い、係の名称を変更す

る。 

消
防
本
部 

西部消防署 

・救助第１係 

・救助第２係 

西部消防署 

（廃止） 

・令和４年度からの分署化を見据え、

係を廃止する。 

教
育
部 

学校教育課 

義務教育学校推進室 

学校教育課 

（廃止） 

・北の杜学園の開校に伴い廃止する。 

 

３．組織の比較 

 
令和２年度 令和３年度 比較 

部 課 係 部 課 係 部 課 係 

14 89 248 14 91 244 ±0 ＋2 －4 

※組織数は、市長部局のほか、教育委員会、消防本部、議会、行政委員会を含み、一部事務組合を 

除いています。 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 内線２２９３ ４７-１８９２ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 



２月２日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】

企画部長 栗原 直樹 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

株式会社夢麦酒太田第２４期決算状況について

【 目 的 】

株式会社夢麦酒太田第２４期決算状況について報告するものです。

【 概 要 】

1 第24期（令和元年10月１日～令和2年9月30日）決算書

（１）貸借対照表 (令和2年9月30日現在）

（単位：千円）

（２）損益計算書（令和元年10月１日～令和2年9月30日）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

・流動資産 7,175 ・流動負債 1,048

・固定資産 155,718 ・固定負債 42,429

負債合計 43,477

【純資産の部】

・資本金 112,500

・利益剰余金 6,916

純資産合計 119,416

資産合計 162,893 負債・純資産合計 162,893

①売上高 25,232

②売上原価 17,516

③売上総利益（①-②） 7,716

④販売費及び一般管理費 10,710

⑤営業利益（③-④） ▲2,994

⑥営業外収益 656

⑦営業外費用 514

⑧経常利益(⑤+⑥-⑦) ▲2,852

⑨特別利益 2,100

⑩特別損失

⑪税引前当期純利益(⑧+⑨-⑩) ▲752

⑫法人税、住民税及び事業税

⑬法人税等調整額

⑭当期純利益（⑪-⑫±⑬） ▲752



2 会社の概要

（１）主な事業内容 地ビール醸造事業

（２）事業所所在地 太田市飯田町895番地

（３）株式状況

①株式の総数 2,250 株

②株総額 112,500 千円

③株主数 7 人

※50千円/株

（４）第24期営業について

・コロナ禍の影響により売上高については、前期比約20％の減少。

・国又は太田市からの給付金により特別利益2,100千円を計上し、当期純利益▲752千円と

なった。

・コロナ禍により客足の鈍さが顕著であり先行きが不透明な中、今後の経営策を見いだすこ

ととする。

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293

株 主 名
持株数
（単位：株）

持株額
（単位：千円）

持株比率
（単位：％）

太田市 1,100 55,000 48.9

株式会社 ソニアプラン 550 27,500 24.4

東毛福祉事業協同組合 200 10,000 8.9

太田市農業協同組合 130 6,500 5.8

太田商工会議所 110 5,500 4.9

太田市幹部会 100 5,000 4.4

東毛酪農直販株式会社 60 3,000 2.7



２月２日 庁議提出案件             資料No.３ 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）2200 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和２年度 改善活動実践例の審査結果について 

 

【 目 的 】 

優れた改善活動を表彰し水平展開することで、職員の改善意識の高揚を図るとともに、市

民サービスの向上及び業務の効率化の推進を図るものです。 

 

【 概 要 】 

１ 応募件数 

９２件 

２ 審査方法 

審査員６名（企画部副部長、企画政策課主幹、人事課長、総務課長、消防総務課長、

教育総務課長）及び補助審査員（マネジメント推進員５名）による書類審査、ヒアリン

グ審査により各賞を決定。 

３ 審査結果 

最優秀賞 総務課 職員の力で早く送ろう申請書（特別定額給付金） 

優秀賞 

広報課 

健康づくり課 
部局をまたいで広報力向上（改善に加えて仕事も縮減編） 

企画政策課 
住宅地図に手書きで境界線などを書き入れていませんか？ 

～フリーGISソフト（QGIS）導入で手書き地図を撲滅できます～ 

奨励賞 

災害対策課 避難所の開設・混雑状況は、スマホで確認！ 

市民税課 

新制度に対応する為に急遽手書き対応する予定だった証明書を

証明書発行システムで発行して時間も事務量も削減！従来から

の要望と税証明の未来に一歩前進！ 

スポーツアカデミー担当 「健康観察記録表」の提出は、スマホで１０秒！ 

収納課 口座振替明細書（ハガキ）の送付省略について 

情報管理課 オフィス製品の見直しで経費削減！ 

介護サービス課 

医療年金課 
コンビニでも保険料を納められるようになりました！ 

４ 表彰式 

・ 日時：令和３年２月５日（金） １５：３０～ 

・ 場所：太田市役所 １０階 政策推進会議室 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 企画部 企画政策課 行政経営係 内線 ４７―１８１１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月 ２日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 4月1日以降 】

企画部長 氏名 栗原 直樹 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

職員の能力開発を支援する個別研修プログラムの実施について

【 目 的 】

職員の能力を最大限に引き出す人材育成の取り組みとして、職務遂行に必要な知識や能力

が不足している職員に対し、個別研修プログラムを実施することにより、勤務成績の改善を

図り、職員の成長を促す。

【 概 要 】

１ 対象者

人事評価の結果を参考に、職務を遂行することができない又は職務の遂行に支障が

あると認められる職員。

２ 実施期間

令和３年４月から

３ 研修概要

職場内において教育訓練を行うＯＪＴを中心としたプログラム

４ 研修期間

原則、６ヶ月の期間内で実施しますが、研修の効果が認められない場合は、継続し

て実施。

５ その他

必要な研修を実施したものにも関わらず、改善が認められない場合は、その状況に

応じた処分の検討を行う。

＊ 問い合わせ先 企画部人事課制度係 内線２２３１ ４７－１８１０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２ 月２ 日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 髙島 賢二 内線（TEL）２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和３年度太田市当初予算（案）の概要のことについて

【 目 的 】

令和３年度太田市一般会計当初予算（案）及び各特別会計等当初予算（案）の概要につい

て説明するものです。

【 概 要 】

１ 令和３年度太田市当初予算（案）の規模

・一般会計 ８４，２００，０００千円（前年度比 ▲０．５％）

・特別会計（６会計） ４１，０９５，３６２千円（前年度比 ＋０．１％）

・下水道事業等会計 ７，３４２，３９４千円（前年度比 ＋０．１％）

合 計 １３２，６３７，７５６千円（前年度比 ▲０．３％）

２ 予算の特徴（一般会計）

・第２次太田市総合計画の目指す都市像である「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」

の実現に向けて、第５次実施計画を基本に、高校生世代医療費助成事業、第２子子育て支

援事業の拡充、（仮称）市民体育館建設事業など主要事業に取り組むための予算としまし

た。

・予算規模は８４２億円で、前年度に比べて金額では４億６千万円の減、増減率は０．５％

の減と、過去３番目に大きい予算となりました。

・財源については、市民税は個人・法人ともに大幅な減収を見込み、市税収入全体では前年

度比８．９％の減を見込みました。このため、財政調整基金等からの繰入金や国・県補助

金等の積極的な活用に努めました。

・主なハード事業としては、（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業、放課後児童クラブ

室建設事業、市街地再開発事業、市立太田高校施設整備事業などです。また、主なソフト

事業としては、第３子以降子育て支援事業、こどもプラッツ推進事業、救急医療対策事業

などです。

３ 主な増減要因（一般会計）

（１）歳入 R03予算額 R02予算額 増減額

・市民税・個人 11,717,096千円 12,203,890千円 ▲486,794千円

・市民税・法人 1,933,752千円 3,167,454千円 ▲1,233,702千円

・固定資産税 16,617,770千円 18,125,215千円 ▲1,507,445千円

・地方特例交付金 1,690,000千円 260,000千円 ＋1,430,000千円

・地方交付税 1,510,000千円 1,100,000千円 ＋410,000千円



４ 主な施策事業（一般会計）

（１）教育文化の向上

生徒指導充実事業（おおたん教育支援隊）・外国語指導助手（ＡＬＴ）設置事業・外国

人児童生徒日本語指導事業・小中学校防災機能強化事業・市立太田高校施設整備事業・

旧中島家住宅整備事業・国際スポーツキャンプ誘致事業・（仮称）市民体育館建設事業

（２）福祉健康の増進

高校生世代医療費助成事業・保育所等施設整備事業・第３子以降子育て支援事業・第２

子子育て支援事業・こどもプラッツ推進事業・放課後児童クラブ室建設事業・救急医療

対策事業・総合健康センター改修事業

（３）生活環境の整備

狭あい道路整備事業・空家等除却補助事業・防犯灯維持管理事業・交通安全対策事業・

広域斎場整備事業・清掃センター解体事業・し尿及び下水処理施設整備事業・西部消防

署（分署）庁舎等建設事業・消防／救急車両等整備事業・消防水利整備事業・消防団車

庫詰所等整備事業・消防団ポンプ自動車整備事業・高機能消防指令センター中間更新事

業

（４）産業経済の振興

商店リフォーム支援事業・空き店舗対策事業・北部運動公園改修事業・市単独生産基盤

整備事業・小規模農村整備事業・ため池緊急防災減災事業・排水機場改修事業

（５）都市基盤の整備

幹線道路整備事業・一般市道新設改良事業・道路維持整備事業・排水対策事業・幹線水

路整備事業・住宅リフォーム支援事業・土地区画整理事業（太田駅周辺・東矢島・宝泉

南部・尾島東部）・市営住宅ストック総合改善事業・市内公営住宅集約促進事業

（６）健全な行政運営の推進

１％まちづくり事業・おおたシティプロモーション事業・（仮称）太田西複合拠点公共

施設建設事業・ＡＩ／ＲＰＡ導入事業・新公会計システム及び地図システム構築事業

５ 令和３年度太田市当初予算（案）の概要………別紙のとおり

【 備 考 】 ＊問い合わせ先 総務部財政課 財政係 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 0276－47－1816

・ごみ処理手数料 207,400千円 600,440千円 ▲393,040千円

・財政調整基金繰入金 4,500,000千円 4,400,000千円 ＋100,000千円

・(仮称）市民体育館建設事業市債 1,957,000千円 199,500千円 ＋1,757,500千円

・臨時財政対策債 2,340,000千円 2,060,000千円 ＋280,000千円

（２）歳出 R03予算額 R02予算額 増減額

・福祉医療費助成金 1,985,000千円 1,835,000千円 ＋150,000千円

・第２子子育て支援事業 471,559千円 239,492千円 ＋232,067千円

・施設型給付費負担金 5,512,583千円 5,237,071千円 ＋275,512千円

・広域一般廃棄物処理施設整備事業 0千円 1,308,078千円 ▲1,308,078千円

・市街地再開発事業 813,400千円 945,600千円 ▲132,200千円

・高機能消防指令センター中間更新事業 240,306千円 2,964千円 ＋237,342千円

・義務教育学校施設整備事業 0千円 1,561,040千円 ▲1,561,040千円

・（仮称）市民体育館建設事業 2,060,000千円 300,000千円 ＋1,760,000千円



２月 ２日 庁議提出案件 資料No.６
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 1.庁議後 】

文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩 内線（TEL）３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

東京２０２０オリンピック聖火リレーについて

【 目 的 】

東京２０２０オリンピック聖火リレーが３月２５日に福島県を出発し、日本全国を回り

ます。群馬県内は１５市町村で聖火リレーが実施されますが、本市区間の概要について報

告するものです。

【 概 要 】

１ 聖火リレー

⑴ 日 時 令和３年３月３０日（火）

・ミニセレブレーション（出発式典）：午前１１時３０分頃から

・ランナースタート：正午頃から

⑵ 場 所 スタート … 太田市民会館

ゴ ー ル … 運動公園陸上競技場

⑶ ルート 太田市民会館 ⇒ ラフィエット通り ⇒ 公園通り ⇒ 運動公園陸上競技場

・走行距離：２.６km

・聖火ランナー：１３人

２ ミニセレブレーション

⑴ 趣 旨 聖火リレーを盛り上げ、東京オリンピックの機運醸成のため、出発前の式

典を開催するものです。

⑵ 会 場 太田市民会館

⑶ プログラム概要

・ウエルカムプログラム

・聖火ランナー、聖火入場及びトーチ点火

・ランナースタート

３ 職員協力依頼

聖火リレー及びミニセレブレーションの円滑な実施のため、交通整理、沿道警備等

で職員の協力をお願いします。なお、詳細については、２月５日開催の副部長会議に

て依頼させていただきます。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 文化スポーツ総務課 総務係

内線３６２１ ４７－１８５２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ２月 ２日 庁議提出案件             資料No. ７ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 尾島保健センター機能の新田保健センターへの移転について 

 

 

【 目 的 】 

尾島保健センターの老朽化による度重なる雨漏りにより、その業務に支障が出ているため、

令和３年４月１日より新田保健センターへその機能を移転するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 機能移転理由 

令和６年度までに西地区に保健センターも含めた複合施設の建設を予定しているため、尾

島保健センターを修繕して利用することをせず、その機能を移転するものです。 

 

２ 尾島保健センターの現況 

竣工年月日：平成４年３月２０日（築後約２９年） 

  延床面積：８６５．１８㎡ 

  担当地区：尾島地区及び沢野地区 

 （令和２年１２月末日現在 人口 ３８，６５４人 １６，４７８世帯） 

  職 員 数：９名（うち３名育休等） 

 

３ 引越し予定日 

３月末 

 

４ その他 

  市民周知は、地元の区長会へ２月中に実施する。 

  また、広報紙、行政センターだよりにて周知する。 

 

 

 

【 備 考 】 

 

 

＊問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 管理係  外線４６－５１１５ 



 ２月 ２日 庁議提出案件               資料No. ８ 

●内 容 【 2.連絡事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

          健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線（TEL）３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  新型コロナウイルスワクチンの接種について 

 

【 目 的 】 

  新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、実施に向けた本市の準備状

況等を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 接種のスケジュール（予定） 

   ・ 医療従事者      令和３年２月下旬から接種（県対応） 

・ 高齢者（６５歳以上）     ３月下旬から接種   

   ・ 基礎疾患を有する者      ３月下旬から本人申請により申込み 

・ それ以外の者         ４月以降  

   ※ ワクチンの接種時期については、順次国が発表していく。 

   

 ２ 対象者 

   接種日現在で太田市の住民基本台帳に記録されている者（ただし、薬事承認が降りて

いないので、対象者となる年齢については未定）  

 

３ 実施方法 

   ・ ワクチンの接種については、個別接種及び集団接種の併用で行う予定。 

・ 接種希望者が、電話、ＦＡＸ、ＬＩＮＥ（県でシステム開発予定）で予約する。 

   ・ 同じワクチンを２回接種する。（１回目の接種から間隔をあけて２回目を接種） 

 

 ４ 周知方法 

   ・ 本人に接種券（クーポン券）を送付する。 

   ・ 広報紙、ホームページ、行政センターだよりにワクチン接種の記事を掲載する。 

    

５ 職員体制 

・ 健康づくり課内に、新たに専属で会計年度任用職員を３名配置する。 

・ 短期的に処理する単純作業のような事務処理や予約受付・コールセンターに関す

る事務は人材派遣会社に依頼する。 

 



 ６ 予算措置（令和２年度３月補正予算に計上） 

   ・ 歳入 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,036,860千円 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 241,835千円 

     ・  歳出 ４款１項２目新型コロナウイルスワクチン接種事業 

消耗品費、印刷製本費、医薬材料費、通信運搬費、手数料、電算委託料、

各種業務委託料、医師委託料、備品購入費  1,278,695千円 

 

 ７ ワクチンの種類 

   ・ ファイザー社製、アストラゼネカ社製、武田／モデルナ社製 

   ・ 当初供給されるワクチンは、ファイザー社製の予定 

 

 ８ ワクチンの供給等 

   ・ 国が開発したワクチン接種円滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ）により、国・県・市は

ワクチン等の割当量を調整し、卸業者は、割当量に基づき各医療機関等にワクチ

ン等を配送する。医療機関等は、接種実績やワクチン在庫量を報告する。 

   ・ 接種を行う医療機関等の情報については、市民がタイムリーに把握できるようＶ

－ＳＹＳ登録情報に基づき公開する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

 

 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 健康づくり課 管理係 外線４６－５１１５ 



 ２月２日 庁議提出案件            資料No.９  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

 

               産業環境部長 氏名 久保田 均 内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

株式会社太田国際貨物ターミナルの株式譲渡について 

 

【 目 的 】 

  本市が保有している「株式会社太田国際貨物ターミナル」の株式譲渡の内容について報告

するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 株式譲渡の内容 

（１）株式の種類及び数量：普通株式 ５１２株 

（２）１株あたりの売買価格：５万円（額面） 

（３）譲 渡 金 額：２，５６０万円（本市の出資額と同額） 

（４）譲 渡 先 企 業：日本運輸株式会社（群馬県邑楽郡大泉町寄木戸６１２） 

（５）譲 渡 契 約 年 月 日：令和３年１月８日（入金日：１月２８日） 

 

 ２ 株式譲渡の理由 

   株式会社太田国際貨物ターミナルは本市の第三セクターとして中小企業の輸出入業務

の支援や相談などで地域に貢献してきましたが、前期（第２１期）の後半から貨物取扱事

業において、顧客の動向や物流の変化などによる取扱量の減少に加え、新型コロナウイル

ス感染症の影響による輸出入貨物の停滞により大幅な貨物取扱量の減少が続いており、経

営は厳しい状況にあります。 

   そこで、安定した経営の確保と継続的な中小企業支援を図るためには民間企業に経営を

譲渡することが最良と判断し、保有する株式を一定数譲渡することといたしました。 

 

３ その他 

  譲渡後の持株数：２００株（１，０００万円） 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  産業環境部 商業観光課 商業係 内線2631 47－1833 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月 ２日 庁議提出案件            資料No.１０  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL）２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 第三期太田市耐震改修促進計画（案）の策定について 

 

【 目 的 】 

  建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく、現行の第二期太田市耐震改修促進計画の

更新を来年度に控え、法改正や耐震化の進捗状況を踏まえた、第三期太田市耐震改修促進計

画を策定するものです。 

 

【 概 要 】 

１．目的 

  地震による建築物の倒壊等の被害から市民の命と財産を守る。 

 

２．計画期間 

  令和３年度から令和７年度までの５年間（第三期計画） 

 

３．改正のポイント 

①新たに耐震化率の目標を設定 

②住宅の耐震化に向けた普及啓発・補助制度の強化 

③ブロック塀等の安全対策を促進 

 

４．基本的な取り組み方針 

   耐震化率目標達成に向けて建物所有者の防災意識の啓発を行うとともに、耐震診断及び

耐震改修などの所有者の取り組みにつながる支援策を講じます。 

 

５．今後のスケジュール（予定） 

  意見公募手続の実施 ２月１５日（月）から３月１６日（火）まで 

  令和３年４月公表 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 建築行政係 内線2741 47－1837 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ２月 ２日 庁議提出案件           資料No.11 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 春山 裕 （TEL）0276-20-7080  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市ひとり親家庭大学生等支援金の支給結果について 

 

【 目 的 】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困難となっている、親元を離れて生活す 

るひとり親家庭の学生等に対して支援を行った「太田市ひとり親家庭大学生等支援金」の 

支給結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 支給対象者 次のすべてを満たす方。 

  （１）学校教育法に規定する大学（短期大学、専門職大学を含む）、大学院、高等専門学

校（第四学年、第五学年及び専攻科）並びに専修学校（専門課程）に在学している

こと。 

  （２）市内に住所を有する者の子で、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者の

ない女子または男子の子であること。 

  （３）生計を維持する者と同居していないこと。 

 

２ 支給金額  １名につき１０万円 

 

３ 申請期間  令和２年７月１日～令和２年１２月２８日 

 

４ 支給結果  

  （１）申請者数 １８７名 

  （１）支給者数 １８５名 

  （２）支給金額 １８５０万円 

 

５ その他   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象となっています。  

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 教育部 教育総務課 総務係  ２０－７０８０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月 ２日 庁議提出案件           資料No.１２  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

               教育部長 氏名 春山 裕  （TEL）20-7080  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

   太田市教育大綱の制定について 

 

【 目 的 】 

   「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３に規定されたもので、教育

基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、市長と教育委員会とで行われる

「総合教育会議」を経て、教育の基本方針を定めるものです。 

 

【 概 要 】 

 令和３年１月２６日（火）に開催された総合教育会議において協議され、承認されまし

た。 

１ 大綱の期間 

 第２次太田市総合計画後期行動計画と整合性を図るため、令和３年度～令和６年度

までの４ヵ年としました。 

 

２ 基本理念 

  第２次太田市総合計画後期行動計画に掲げられた基本理念の１つである「教育文化の

向上」を推進するため、高い知性、豊かな情操と徳性、優れた創造性とたくましい意

思を備えた、心身ともに健康で規律ある人間の育成、さらには歴史や伝統を守り、文

化が育まれるまちづくりを目指します。 

 

３ 基本方針 

  「基本理念」の実現を目指し、５つの基本方針を掲げ、具体的な取組を推進します。 

  （１）教育行政の推進 

  （２）義務教育の推進 

  （３）高校教育の充実 

  （４）青少年の健全育成 

  （５）文化財の保護活用 

 

 ４ その他 

   市民文教委員会協議会へ報告後、全議員へ配布 

   太田市ホームページへ掲載し、市民へ公表 

 

【 備 考 】 

 別添 冊子のとおり 

  ＊問い合わせ先  教育部 教育総務課 総務係 ２０－７０８０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


